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研究要旨：日本における乳幼児突然死症候群（SIDS）判例の傾向と動向を、判例デー

タベースを用いて調査した。判例データべース”判例マスター””判例体系”を用いて、

１９７２年から１９９８年までの日本における判例の中から、SIDSをキーワードとする

３３判例を抽出した。これら３３判例より、以下の事項が判明した。１）２９判例

(87.9%)が損害賠償請求、３判例(9.1%)が業務上過失致死である。２）１９７０年代に４

判例(12.1%)、１９８０年代に１３判例(39.4%)、１９９０年代に１５判例(45.5%)が争われ

ている。３）被告は、保育所の経営者が１８人(54.5%)、病院の経営者が７人(21.2%)、国・

地方自治体が６例(18.2%)、看護婦が１人(3.0%)、保母が３人(9.1%)、家庭福祉員が１人

(3.0%)である。４）判決結果は、請求容認が６例(18.2%)、請求棄却が２３例(69.7%)、無

罪が３例(9.1%)である。５）判決結果では、SIDSが１４例(42.4%)、窒息が１０例(30.3%)、

窒息かSIDSか特定できない事例が８例(24.2%)である。６）上告は１例(3.0%)のみ。７）

解剖が試行されたものは１８例(54.5%)である。８）組織化学的検査が試行されたものは

１０例(30.3%)である。日本国内の判例に対応して米国のSIDS判例を外国判例データベー

ス”Lexis”から、SIDSをキーワードとして、１５６例を抽出した。しかし、その内容を

調査した結果、SIDSそのものを対象とした訴訟は１０例程度であることが判明した。こ

れは、米国において、日本におけるよりも遥かにSIDSが啓蒙されている事、その為、

SIDSそのものを対象として訴訟化する事例が少ない為と推測される。

Ａ．研究目的

日本における乳幼児突然死症候群（SIDS）の訴

訟において、家族側の勝訴率が低いことが指摘され

ている。この傾向を確認し、日本におけるSIDS判

例全体の動向と傾向を報告することを本報告の目的

とする。来年度において、勝訴率の比較の為に、ア

メリカにおけるSIDS判例を使用し、日米比較する。

Ｂ．研究方法

日本における判例の抽出の為に、判例データべー

ス”判例体系””判例マスター”（１９７２年～１

９８８年）を利用し、キーワードとして”乳幼児突

然死症候群”を使用した。抽出された判例について、

事例内容、判決年、被告、判決結果、上告例数、解

剖の有無、組織学的検査の有無を調査した。調査結

果より、勝訴率・上告率を算出した。

アメリカにおける判例の抽出の為に、外国判例デー

タベース”Lexis”から、”Sudden Infant Death 

Syndrome”をキーワードとして該当判例を抽出し、

読解した。

Ｃ．結果

日本においては、３３判例が抽出され、全て

SIDSを直接の対象とする訴訟例であった。これら

の判例において、上記の事項についての結果は以下

の通りであった。

１）２９判例(87.9%)が損害賠償請求、３判例

(9.1%)が業務上過失致死である。

２）１９７０年代に４判例(12.1%)、１９８０年

代に１３判例(39.4%)、１９９０年代に１５判例

(45.5%)が争われている。

３）被告は、保育園・宅児所の経営者が１８人

(54.5%)、病院の経営者が７人(21.2%)、国・地方自

治体が６例(18.2%)、看護婦が１人(3.0%)、保母が３

人(9.1%)、家庭福祉員が１人(3.0%)である。

４）判決結果は、請求容認が６例(18.2%)、請求

棄却が２３例(69.7%)、無罪が３例(9.1%)である。た

だし、請求容認の２例は過失相殺、１例は一部容認。
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５）判決結果では、SIDSが１４例(42.4%)、窒息

が１０例(30.3%)、窒息かSIDSか特定できない事例

が８例(24.2%)である。

６）上告は１例(3.0%)のみ。

７）解剖が試行されたものは１８例(54.5%)であ

る。

８）組織化学的検査が試行されたものは１０例

(30.3%)である。　

９）家族側の勝訴率は18.18%。

１０）上告率は3.33%。

アメリカについては、１５６判例が抽出され、そ

のうちSIDSを直接の対象とする訴訟例は、１０例

程度であった。

Ｄ．考察

日本におけるSIDS訴訟数は増加傾向にあるよう

にみうけられる。その訴訟傾向は、判決において

SIDSか窒息かを争い、SIDSであることを被告側の

免責根拠とするものが多い。家族側の勝訴率は２割

に満たず、請求容認の場合も過失相殺、一部容認が

含まれている。このような訴訟傾向は、日本特有の

ものであるように見受けられる。また、判決の妥当

性についても、再考の余地がある場合も存在するで

あろう。SIDSに関する啓蒙がさかんなアメリカで

は、判例文中にSIDSが用いられることは多くこの

ため１５６例もの判例が抽出されたが、実際に

SIDSを直接の対象とする判例数は非常に少なかっ

た。アメリカでは、SIDSが一般に広く啓蒙されて

いる為、訴訟化する事が少ない為と思われる。この

ことは、日本において、SIDSに関する啓蒙が必須

であることを示唆している。特に警察・検察・司法

関係者に対する正しくかつ新しい専門的知識の教育

および啓蒙が必要であると思われる。

Ｅ．結論

日本におけるSIDS訴訟の傾向は特有であり、

SIDSに関する啓蒙が必要であることを示唆してい

る。特に、警察・検察・司法関係者に対する正しく

かつ新しい専門的知識の教育・啓蒙が必須であると

思われる。
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